
4.   ヒューマニズムの視点から 



戦争と革命の世紀 

暴力の世紀 





憎悪と暴力から 

平和と共生へ 



一人の人間の生命を尊重 

ヒューマニズム憲章作成へ 

人間が人間に対する根本
的態度 



史上最年少でノーベル平和賞の受賞が
決まった「マララ・ユスフザイさん」 
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ヒューマニズム憲章作成にあたって 

 10代の少年少女が理解でき、すべての世
代の人々をも満足させる内容 

－内容と構成－ 

 時間的・空間的な広がりを持つ内容 

 前文、主文、結語の三構成 



ヒューマニズム憲章作成にあたって 

 「人間が人間に対する根本的態度」 

－基本理念－ 

 「人間生命の尊厳と平等を守る」 

「自他ともの幸福を目指す」 

   「非暴力を生きる」 



ヒューマニズム憲章作成にあたって 

 人間として、「してはならないこと」 

－行動規範－ 

 日常の生活レベルで「人間らしくあることの

振舞」として展開 

 人間として、進んで「なすべきこと」 



ヒューマニズム憲章 

今日も新しき太陽が昇る。 

母なる大地に、そして私たちの心に。小鳥たちは朝の 

歓びを歌い、私たちは人を愛する喜びを詠う。 

古来、幾多の人々が求め、夢に見た平和。 

世界はいま、その願いもむなしく、憎悪と暴力の闇に包まれ 

ようとしている。 



ヒューマニズム憲章 

私たちは核時代に生きる地球市民として 

人種・民族・宗教・国家などのあらゆる違いを超えて、 

平和のうちに生存する権利を守るために、 

人間が人間に対する根本的態度を確認し、 

ここにヒューマニズム憲章として定める。 



１．個人の尊厳と平等を守る 

 ・人間は人間を、絶対に殺してはならない。 

 ・多様性を讃え合い、互いに理解し尊敬しよう。 

２．自他ともの幸福を目指す 

 ・他者の不幸の上に、自らの幸福を築いてはならない。  

 ・生きとし生けるものを慈しみ、苦楽を共に分ち合おう。 

３．非暴力を生きる 

 ・いかなる目的のためにも、暴力という手段を用いてはならない。  

 ・平和と幸福のために、いつでもどこでも誰とでも心を開いて対話しよう。  

 このかけがえのない地球（ほし）を、平和と共生の光り輝く宇宙のオア

シスとして未来に残すために、私は日々の振る舞いの中で憲章の実践

を深く心に誓う。 

ヒューマニズム憲章 



平和的生存権を守るために、 

国家的レベルにおいては、 
「憲法第九条」の遵守 

個人的レベルにおいては、
「ヒューマニズム憲章」の実践 

を私たちは提案します。 


